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犯罪防止のためのパトロール・検問の強化
県内各警察署において、重点的なパトロールや交通要所での検問、取締りなどを

実施し、事件事故の未然防止、検挙活動を強化します。
１ 実施期間 令和６年１２月１１日(水)から令和７年１月３日(金)まで

みんなで なくそう 年末年始の事件事故
２ 年末年始の防犯対策
◎ 住宅等への侵入窃盗 ・・・・・・・ 補助錠をつけ、「ワンドア・ツーロック」
◎ 自転車盗・車上ねらい ・・・・・・ 車内に財布やバック等を置かない
◎ オートバイ盗・自転車盗 ・・・・・ Ｕ字ロック、ワイヤー錠等の利用
◎ ひったくり ・・・・・ 防犯ネットの活用・自転車の前かごにバックを置かない
◎ 子供・女性への犯罪 ・・・ 一人歩きは避け、人通りのある道、明るい道を選ぶ
◎ 特殊詐欺 ・・・・・・ ｢電話番号が変わった」「カード預かります」という電話に注意
◎少年非行の防止 ・・ 子供の目線で話や言い分をよく聞き、普段から子供の行動に関心を持つ
◎雑踏事故の防止 ・・・・ 初詣等、人出が多い混雑した場所では、お互い譲り合う

１ 実施期間 令和６年１２月１１日(水)から１２月３１日(火)までの２１日間
２ スローガン 高めよう！とちぎの交通マナー マナーアップ！あなたが主役です
３ 運動の重点
（１）こどもと高齢者の交通事故防止

歩行者・自転車利用者の皆さんは、夕暮れ時や夜間に外出する時は、反射材を
身につけたり、明るい色（白色や黄色等）の服装を心がけたり、自転車のライト
を早めに点灯する等、目立つ工夫をして、周囲に自分の存在を知らせましょう。

（２）飲酒運転等の根絶
飲酒運転は、悲惨な重大事故を引き起こす悪質な犯罪です。県民総ぐるみで
飲酒運転はしない、させない、許さない」環境づくりに努め、飲酒運転を根絶
しましょう。

（３）自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
自転車に乗車する際には、一時停止標識がある場所ではしっかり止まって確認

する等の交通ルールの遵守、ヘルメットの着用等の安全対策をお願いします。
（４）「ライト４(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推進と反射材用品等の着用促進

夜間時間帯の原則ハイビームと薄暮時間帯の１６時からの前照灯の点灯をお願
いします。

令和６年１２月１０日～１６日
拉致問題その他北朝鮮当局による人権問題に対する認識を深めよう

〇 拉致問題の解決のためには、日本国民一人一人が北朝鮮当局による人権侵害
についての関心と認識を深めることが大切です。
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